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介護分野における看護職員の処遇改善に関する要望書

物価高騰に伴うあらゆるコストの上昇が介護施設等の経営を圧迫しており、令和7(2025)年

賃金引上げ等の実態に関する調査によると、2025年の全産業の賃金改定率4.4%に対し、医

療・福祉分里チは 2.3%と差が拡大しています。他産業並みの賃上げ、労働に見合う処遇改善

が実現されなけれぱ、人材流出を招き、地域の医療・介護提供体制は崩壊します。

とりわけ、医療と介護の連携を強化し、住み慣れた場で人生の最期まで暮らし続けることを

支える地域包括ケアシステムの構築に向けては、訪問看護や看護小規模多機能型居宅介護

(看多機)事業所、介護施設等における看護職員の確保・定着が不可欠です。

しかし、令和6年度診療報酬改定で新設されたべースアップ評価料は、訪問看護事業所で

は医療保険分の割合で按分されるため、すべての訪問看護師の十分な処遇改善の原資には

なりません。加えて、介護保険における介護職員等処遇改善加算は、訪問看護及び居宅介護

支援事業所は対象外となっています。訪問看護事業所で就業する看護職員の賃金は、病院

勤務に比べて低く、早急な処遇改善がなければ看護職員の確保・定着は困難となります。

また、介護職員等処遇改善加算、及び介護人材確保・職場環境改善等事業は令和 7年度

までの措置となっています。介護従事者等の中で、介護施設・事業所の看護職員の賃金の

伸びがもっとも低額であり、介護等分野における看護職員の離職率は介護職員よりも高い状

況が続いています。

今後も増大する看護二ーズに応え、すべての地域、あらゆる世代の人々が、適切に医療・

介護を受けられる社会を守り抜くため、以下の財政支援・措置につきまして格別のご高配を賜

りますよう、強く要望します。

公益社団法人日本看護協会

長秋山智動

令和7年Ⅱ月20日
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要望事項

令和7年度補正予算において、物価高騰・賃金上昇に苦しむ訪問看護・看護小規

模多機能型居宅介護事業所・介護施設等で働く看護職員の処遇改善を目的とし

た支援策を講じられたい。

あわせて、令和 8年度介護報酬改定にあたっては、介護職員等処遇改善加算の対

象について、特定の職種に限定せず、看護職員を含む介護分野で働くすべての職

員に拡大されたい。
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